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一
定
基
準
以
下
の
世
帯
や
、
災
害
、
退

職
や
廃
業
等
に
よ
る
所
得
の
減
少
等
で

保
険
料
を
納
め
る
の
に
お
困
り
の
方
は
、

保
険
料
の
軽
減
・
減
免
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

I  

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

L 

６
７
７
４

−

９
９
５
６

毎月第4日曜日（今月は6月27日）は9：00〜17：30まで区役所を開庁しています。毎週金曜日は19：00まで開庁時間を延長しています。
お取り扱いできない業務もありますので、詳しくはお問い合わせください。　 問合せ  企画総務課（庶務）　 L 6774-9625

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の

決
定
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す

６
月
中
に
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
な
お
、
前
年
中
所
得
が

「
令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス

−活
動

調
査
」の
回
答
期
限
は 

６
月
８
日
㈫
ま
で
で
す

事
業
所
お
よ
び
企
業
を
対
象
と
し
て
、

６
月
１
日
現
在
で「
令
和
３
年
経
済
セ
ン

サ
ス

−

活
動
調
査
」

を
全
国
一
斉
に
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ

の
調
査
は
、
法
律

で
回
答
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

回
答
方
法
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
方
法
の
ほ
か
、

記
入
し
た
紙
の
調
査
票
を
後
日
調
査

員
に
お
渡
し
す
る
方
法
等
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
な
ら
皆
さ
ん
の

ご
都
合
に
あ
わ
せ
て
、
入
力
・
中
断
・

保
存
・
送
信
が
24
時
間
い
つ
で
も
可
能

で
す
。
安
全
で
便
利
な

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

I 

企
画
総
務
課（
選
挙
・
統
計
）

L 

６
７
７
４

−

９
６
２
６

児
童
手
当
の
現
況
届
は
６
月
中
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
に「
現
況
届
」を
お
送
り
し
て
い
ま
す

の
で
、
６
月
中
に
区
役
所
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
令

和
３
年
６
月
分
以
降(

令
和
３
年
10
月

支
払
い
分
以
降)

の
手
当
の
支
給
が
停
止

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
ま
ま
２
年
が

経
過
す
る
と
、
時
効
と
な
り
受
給
権
が

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

I 

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

L 

６
７
７
４

−

９
８
５
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
済
み
の
方
へ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド(

以
下「
カ
ー

ド
」と
い
う)

を
国
の
機
関(

地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構)

に
申
請
し

た
あ
と
、
約
１
ヶ
月
後
以
降
に
区
役
所

よ
り
カ
ー
ド
受
取
り
の
案
内
ハ
ガ
キ

(

交
付
通
知
書)

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

案
内
ハ
ガ
キ
に
記
載
の
期
限
が
過
ぎ

て
い
て
も
、
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
区

役
所
ま
で
カ
ー
ド
が
あ
る
か
お
問
合
せ

の
う
え
、
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。
お
早
め

の
受
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

I 

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
住
民
情
報
）

L 

６
７
７
４

−

９
９
６
３

区
役
所
で
教
科
書
を
展
示
し
ま
す

保
護
者
や
市
民
の
方
に
教
科
書
や
教

科
学
習
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
、
令
和
４
年
度
の
小
・
中
学
校

使
用
教
科
書
を
区
役
所
で
展
示
し
ま
す
。

日
時
／
６
月
11
日
㈮
～
７
月
９
日
㈮

場
所
／ 

区
役
所
１
階  

区
民
情
報
コ
ー
ナ
ー

I  

市
民
協
働
課（
教
育
文
化
）

L 

６
７
７
４

−

９
７
４
３

浪
速
区
湊
町
１

−

４

−

１  

Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｔ 

５
階

L 

４
３
９
７

−

２
９
４
８（
代
表
）

K 

４
３
９
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−

２
９
０
５

令
和
３
年
度
市
民
税
・
府
民
税

納
税
通
知
書
を
６
月
上
旬
か
ら

送
付
し
ま
す

申
告
期
限
の
延
長
に
伴
い
、
３
月

16
日
以
降
に
所
得
税
ま
た
は
個
人

市
・
府
民
税
の
申
告
を
さ
れ
た
場
合

は
、
納
税
通
知
書
の
送
付
や
課
税（
所

得
）証
明
書
の
発
行
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
る
場
合
を
含
め
、

予
測
し
な
い
失
業
や
大
幅
な
所
得
減
少

（
前
年
の
６
割
以
下
）が
見
込
ま
れ
る

方
な
ど
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
一
定
額
以
下
で
あ
る
な
ど
の
要
件

に
該
当
し
、
納
付
が
困
難
で
あ
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
減
額
・
免
除
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、納
期
限

（
第
１
期
分
の
納
期
限
は
６
月
30
日

㈬
）ま
で
に
、
令
和
３
年
１
月
１
日
現

在
お
住
ま
い
の
区
を
担
当
す
る
市
税

事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

I  

な
ん
ば
市
税
事
務
所 

市
民
税
等

グ
ル
ー
プ（
個
人
市
民
税
担
当
）

L  

４
３
９
７

−

２
９
５
３

な
ん
ば
市
税
事
務
所

今
月
の
各
種
無
料
相
談
会

※ 

相
談
時
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願

い
し
ま
す
。
体
調
不
良
の
方
は
来

庁
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

■ 

日
曜
法
律
相
談

日
時
／ 

６
月
27
日
㈰  

９
時
30
分
～
13
時
30
分

場
所
／ 

北
区
役
所 

（
北
区
扇
町
２

−

１

−

27
） 

住
吉
区
役
所 

（
住
吉
区
南
住
吉
３

−

15

−

55
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
各
16
組（
申
込
先
着
順
）

堂
ヶ
芝
２

−

11

−

25

L 

６
７
７
２

−

１
２
８
１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り「
納
税
の
猶
予
の
特
例
」を

受
け
ら
れ
た
方
へ

「
納
税
の
猶
予
の
特
例
」を
受
け
て
い

る
方
は
、
先
に
送
付
し
て
い
ま
す「
納

税
の
猶
予
許
可
通
知
書
」を
ご
確
認
い

た
だ
き
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
納

付
期
限
ま
で
に
お
忘
れ
な
く
納
付
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

納
付
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い

場
合
は
、
他
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

税
務
署（
徴
収
担
当
）へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

猶
予
制
度
の
詳
細
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

天
王
寺
税
務
署

介
護
保
険
利
用
者
負
担
限
度
額 

認
定
証
等
の
更
新

介
護
保
険
を
利
用
し
て
介
護
保
険
施

設
な
ど
へ
入
所
や
短
期
入
所
し
た
場
合

に
、
食
費
・
居
住
費
が
負
担
軽
減
さ
れ

る
認
定
証
等
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

㈯
で
す
。
更
新
希
望
の
方
は
６
月
30
日

㈬
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

な
お
、
非
課
税
年
金（
遺
族
年
金
・

障
が
い
年
金
）を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
年
金
収
入
額
と
基
礎
年
金
番
号
の

申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
年
金

振
込
通
知
書
等
の
写
し
を
添
付
し
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

I 

保
健
福
祉
課（
介
護
保
険
）

L 

６
７
７
４

−

９
８
５
９

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

予
約
受
付
／ 

６
月
24
日
㈭
、
25
日
㈮

９
時
30
分
～
12
時

予
約
専
用
／
L
６
２
０
８

−

８
８
０
５

I  

大
阪
市
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

「
な
に
わ
コ
ー
ル
」

L  

４
３
０
１

−

７
２
８
５ 

８
時
～
21
時（
年
中
無
休
）

■ 

弁
護
士
に
よ
る「
離
婚
・
養
育
費
」

法
律
相
談（
要
予
約
）

離
婚
や
養
育
費
に
関
し
て
、
法
律

的
な
知
識
を
要
す
る
問
題
の
相
談
に

応
じ
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

日
時
／ 

７
月
６
日
㈫ 

14
時
～
17
時

場
所
／ 

区
役
所
５
階 

５
０
１
会
議
室

定
員
／
４
組（
申
込
先
着
順
）

相
談
時
間
／
１
組
45
分
以
内

申
込
／
６
月
29
日
㈫
９
時
か
ら
電
話

I 

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

L 

６
７
７
４

−

９
８
５
７

■ 

区
役
所
で
行
う
無
料
相
談

対
象
／
市
内
在
住
の
方

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

※ 

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
は
他
区

で
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

I 

事
業
戦
略
室（
広
聴
広
報
）

L 

６
７
７
４

−

９
６
８
３

P…  要予約（相談日当日９:00から先着順で電話予約）　※ 定員８組、相談時間の指定はできません。
★  相談をご希望の方が多数おられる場合は、12:50ごろより、１階受付場所にて番号札をお配りします。

実施日 時　間 受　付
弁護士による
法律相談 P

1日㈫、9日㈬、
17日㈭、25日㈮

13:00
～ 17:00

区役所6階
61番窓口

社会保険労務士相談★ 14日㈪ 13:00
～ 16:00
※ 受付は 
15:30 
まで

区役所１階
区民情報
コーナー

不動産相談★ 8日㈫、15日㈫
税理士相談★ 16日㈬
司法書士相談★ 22日㈫
行政書士相談★ 23日㈬

※ 

児
童
手
当
の
現
況
届
お
よ
び
介

護
保
険
利
用
者
負
担
限
度
額
認

定
証
等
の
更
新
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
、
な
る
べ
く
郵
送
で
の
提

出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

医療分保険料 後期高齢者支援金分
保険料 介護分保険料※

平等割保険料
（世帯あたり） 27,807円 9,508円 2,509円

均等割保険料
（被保険者あたり）

被保険者数
×25,273円

被保険者数
×8,642円

介護保険第2号被保険者数
×14,612円

所得割保険料
×8.22％ ×2.90％ ×2.60％

最高限度額 63万円 19万円 17万円
※�介護分保険料は、被保険者の中に40歳〜64歳の方（介護保険第2号被保険者）がいる世帯のみにかかります。

被保険者（介護分保険料は介護保険第2号被保険者）ごとに
前年中総所得金額等−43万円

新型コロナウイルス感染症の
ワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症の
ワクチン接種について
65歳以上の高齢者の方（昭和32年
4月1日以前に生まれた方）を対象に
順次接種を行っています。
予約方法など詳しくは9面および
12面をご覧ください。

ワクチン
接種

ワクチン
接種


